
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年２月１５日（月）、松江市東出雲町の「おち

らと村」において、平成２７年度多面的機能発揮促進事

業中国四国農政局長表彰優秀賞を受賞した「上意東地域

向上委員会」の表彰式が執り行われ、中国四国農政局多

面的機能支払推進室江角室長から上意東地域向上委員会

冨士本代表に表彰状が授与されました。 

「上意東地域向上委員会」は、認定定農用地面積 

５２．５ha、５集落１０７戸で平成１９年度から本対

策に積極的に取組んでいる活動組織です。 

中でも「干し柿の里」として知られる畑集落では、中山間地に位置する柿畑の農道のコン

クリート舗装を長寿命化で取組んだことで、農道を掘り起こす猪の被害防止や農作業の安全

性、利便性が向上しました。 

また、遊休農地化のおそれのある田んぼ約１0a を農業体験ほ場とし、田植え、稲刈りを

行ったり、毎年６月には「ホタル祭り」を開催し、地域内外から１，５００人あまりが訪れ

るなど地域の活性化にも力を入れています。 

 このような、様々な取組みを単独ではなく、組織を取り巻く多様な団体との連携、年代を

こえた地域一体型の継続的な取り組みが高く評価され、今回の受賞となりました。 

 この受賞を励みに、今後も、他の活動組織のモデルとして、更にステップアップした活動

を期待しています。本当におめでとうございました。 

 平成２７年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長

表彰では、島根県から 

【多面的機能支払】 

 優 秀 賞 上意東地域向上委員会（松江市）                   

【中山間地域等直接支払】 

 優 秀 賞 大東南村協定（雲南市） 

【環境保全型農業直接支払】 

 最優秀賞 農事組合法人 ファーム宇賀荘（安来市） 

 が受賞され、後日島根県知事に受賞を報告されました。 県知事へ受賞報告 



 

 

 

 

新庄地域資源保全会（松江市）は平成２６年度から田 3,286ａ、畑 585ａを対象農用地として多面

的機能支払交付金の農地維持支払、資源向上支払（共同）に取り組まれています。 

農地・農業用施設の保全管理の活動はもとより、地域の子供たちとともに「さつま芋作り」や本庄

地域特産の「干し柿作り」等の交流活動を行い、将来を担う子供たちに自分たちの暮らす地域や農業

について関心を待ってもらう活動に取り組まれています。 

今回は、交流を続けておられる本庄保育所からのお手紙をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 私たちの住む本庄地域は、中海や大根島、大山を望む風光明媚な環境にあり、四季折々に自然の豊

かさや素晴らしさを実感できるところです。 

保育所の子ども達は、散歩に出かけると、地域の方から優しく声を掛けていただいたり、また自然

の生き物や植物にも豊富に触れたりすることができ、たくさんの感動体験をしています。 

また、地域の方との交流活動も盛んで、いろいろな世代の方との触れ合いを通して『ふるさと』の

素晴らしさを感じたり、大切にしたりする心を育てています。 

交流活動の中のひとつとして、今年も地域の皆さんとさつま芋作りをしました。お祖父ちゃんやお

祖母ちゃんに教えていただきながら、楽しく苗を植えることができました。苗が育つまで水やりや草

取りにも出かけ、育てることの大変さや収穫の喜びを味わうことができました。 

本庄地域特産の「干し柿作り」も、新庄地域資源保全会の皆さんのご協力のもと行いました。一緒

に柿の皮を剥ぎ、紐に吊るし、保育室の前に干しました。子ども達も柿を毎日見ることができ、日々

変わっていく様子に、「色が変わってきたね」「僕んち、カビがきたよ」と会話が弾んでいました。今

年は天候が悪く無事にできるか心配しましたが、子ども達の思いが通じたのか、美味しそうな干し柿

ができました。干し柿は、新庄地域資源保全会の皆さんと一緒にいただき、とても美味しかったよう

で、おかわりをする子ども達もいました。 

このように、地域の方との触れ合いは、子育てにはとても大切なことで、人との温もりを感じ、心

と体も大きく成長させています。これからも地域の方の協力を頂きながら、豊かな体験を通した保育

を行いたいと思います。 

   

活動事例紹介 

美味しい干し柿の出来上がり 柿の皮剥き 上手にヘタを残して さつま芋畑作り 



 

 

 

 

平成２８年２月２日（火）島根県土地改良会館において、平

成２７年度第２回通常総会を開催しました。 

総会には、県内市町村、県、県土連等２３名（うち委任状３

名）が出席し、山碕会長（飯南町長）の挨拶後、下森津和野町

長が議長に選任され、議事に入りました。 

事務局の説明に先立ち、島根県農林水産部農村整備課中藤課

長から、本年度の交付状況と平成２８年度予算概算決定につい

て、次のとおり報告がありました。 

「本年度は、農地維持支払には６４７組織、資源向上（共同活動）には５５１組織、資源向上（長

寿命化）には３８１組織が取組み、約１６億円の交付金額となっている。 

また、平成２８年度多面的機能支払交付金の国の予算概算決定額は、４８２億５１百万円で前年度

と同額で措置されたがその内訳は、組織への交付金は約１５億円増えたものの、県、市町村及び推進

組織の事業を支援する推進交付金は、１５億円と昨年度の約半分に減額されている状況である。」 

中藤課長の報告に引き続き、本年度事業中間報告及び収入支出補正予算、規約の一部改正、平成 

２８年度事業計画及び会計収入支出予算、役員の選任について審議され、満場一致で承認可決されま

した。 

 本協議会では、県内活動組織の持続的活動の後押しや、離農、高齢化に対応した適切な支援を継続

し、良好な農地、農村地域を次世代に引き継げるよう努力してまいります。 

 

 
 
 

農地維持「遊休農地発生防止のための保全管理」の活動と、 

普通の草刈りはどう違うのか 

Ｑ 農地維持活動の遊休農地の発生防止のための保全管理とはどういった活動ですか、普通の農地の

草刈りとどう違いますか？ 

A 普通の草刈りは営農の一環として主に畦畔等の草刈りをします。遊休農地の発生防止のための保全

管理は、区域内にある耕作されていない農地が今後遊休農地（現在耕作されておらず、荒廃し、人

力や通常の農業用機械では作物生産が再開できない土地）とならないように、畦畔はもちろん本地

の草刈りを適正に行い、耕作可能な状態に農地を維持する活動です。 

なお既に遊休農地となっている農地が区域内にある場合には、活動期間内に遊休農地を耕作可能な

状態にする必要があります。 

Ｑ 区域内の農地は全て耕作されていて、そのような農地（遊休農地等）がない場合はどうするのか 

A 毎年活動する前にはすべての農地についても点検します。地区内の農地を点検した結果、そのよう

な農地が存在しない場合はこの活動を実施する必要はありません。報告書の実施の欄は●となり、

「備考欄に点検の結果該当なし」等と記載してください。 

  

ようこそ相談室へ 



 

 

～多面的機能支払交付金に関することは～ 

◆島根県農地・水・環境保全協議会 

〔事務局〕水土里ネット島根 

  Tel 0852-32-4141 Fax 0852-24-0848 

http://www.nouchimizu-shimane.jp 

◆島根県農林水産部農村整備課資源保全スタッフ     Tel 0852-22-6262 

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/kojo_taisaku/ 

◆又は最寄りの各市町村担当課までお問合わせ下さい。 

★今月の予定★ 

３月１１日（金） 平成２７年度島根県多面的機能支払交付金検討委員会（第三者委員会） 

 

活動組織の皆さんへ 

年度末になりました。実施状況報告書の準備をお願いします。 

●実施状況報告書は、新様式を使ってください。 

●活動記録、金銭出納簿についても新様式となります。（繰越額が持越額に変更） 

なお以前の様式を使うことも可能です。 

（新様式は協議会ホームページからダウンロードできます。） 

●平成２７年度の活動については、平成２８年度の会計から支出できません。 

払い忘れがないか確認をしておきましょう。 

 

実施状況報告を提出される前に ☑ してみましょう。 

□ 金銭出納簿には、領収書番号、活動実施日が忘れずに記入されていますか。 

□ 金銭出納簿の活動実施日が、活動記録に載っていますか。 

□ 領収書の宛名が活動組織名ですか。 

□ 領収書に但し書きが記入されていますか。（品目、数量等が分かりますか。） 

□ 感熱紙の領収書、レシートはコピーが取ってありますか。 

□ 個々の農家の草刈り等に日当を支払われた場合、その作業をされた実施日が整理されて 

  いますか。 

□ 委託工事について、見積書、契約書、請求書、領収書が揃っていますか。 

□ 総会の議事録はありますか。 

□ 「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」で皆さんで話し合いを行われた際の 

議事録はありますか。 

  

 
～担当者の声～ 

私も数年前に東出雲の活動組織で春にはタケノコ掘り、秋には干し柿作りを体験させていただきました。家に持

ち帰りタケノコは煮物で、干し柿は２階の屋根の下に干し美味しくいただきました。今まで買って食べていたもの

が、自分の手で作れたりする。何か豊かな気持ちになりました。 

３月に入り、実施状況報告作成の時期がやってきました。「だいぶん慣れた」という方もおられれば、「今年初め

て」という方もおられると思います。「どうすーだかい？」とお困りな方がおられれば、協議会事務局へいつでも

ご相談ください。（協議会 F） 

浜佐田灘環境保全会（松江市） 


